
規 則

�愛媛県規則第６１号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則

愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入校手続）

第２条 専門校に、訓練生として入校を希望する者は、校長の定め

るところにより、校長の指定する期日までに次の書類を校長に提

出しなければならない。ただし、校長が、その必要がないと認め

たときは、第２号の写真を省略することができる。

� 省略

� 省略

（誓約書）

第４条 前条の規定により入校を許可された者は、校長が指定する

期日までに、保証人と連署した誓約書（様式第２号）を校長に提

出しなければならない。ただし、普通職業訓練の短期課程及び第

１条第２項の規定による普通課程の訓練科に入校する者について

は、この限りでない。

２～５ 省略

（修了）

第５条 校長は、訓練生が所定の訓練課程を修了したときは、修了

証書（様式第３号）を授与する。

別表（第１条関係）

（入校手続）

第２条 専門校に、訓練生として入校を希望する者は、校長の定め

るところにより、校長の指定する期日までに次の書類を校長に提

出しなければならない。ただし、校長が、その必要がないと認め

たときは、第３号の写真を省略することができる。

� 省略

� 訓練期間が１年を超える訓練科を志望する者にあつては、健

康診断書（様式第２号）

� 省略

（誓約書）

第４条 前条の規定により入校を許可された者は、校長が指定する

期日までに、保証人と連署した誓約書（様式第３号）を校長に提

出しなければならない。ただし、普通職業訓練の短期課程及び第

１条第２項の規定による普通課程の訓練科に入校する者について

は、この限りでない。

２～５ 省略

（修了）

第５条 校長は、訓練生が所定の訓練課程を修了したときは、修了

証書（様式第４号）を授与する。

別表（第１条関係）

� 目 次 �
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課、自然保護課、保健福祉課、健康増進課、薬務衛生課、子育て

支援課、障害福祉課、長寿介護課、産業政策課、労政雇用課、産

業創出課、経営支援課、観光交流課、国際交流課、農政課、農業

経済課、農地整備課、農業経営課、農産園芸課、畜産課、林業政

策課、森林整備課、漁政課、水産課、漁港課、土木管理課、用地

課、河川課、水資源対策課、港湾海岸課、砂防課、道路建設課、

道路維持課、都市計画課、都市整備課、建築住宅課、出納事務局、

人事委員会事務局、議会事務局、監査事務局、教育総務課、生涯

学習課、義務教育課、高校教育課、人権教育課、障害児教育課、
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告 示

�愛媛県告示第１６９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称
職業訓練の

種類

訓練

課程
訓練科

訓練

定員

訓練

期間
名 称

職業訓練の

種類

訓練

課程
訓練科

訓練

定員

訓練

期間

省略 省略

省略 省略

愛媛県立今治

高等技術専門

校

普通職業訓

練

普通

課程

ビジネ

スデザ

イン科

１５人 １年

愛媛県立今治

高等技術専門

校

普通職業訓

練

普通

課程

ビジネ

スデザ

イン科

１５人 １年

設備エ

ンジニ

ア科

１０人 ２年

短期

課程

配管科
１０人 １年

短期

課程

配管科
２０人 １年

省略 省略

様式第２号（第２条関係） 健康診断書

健 康 診 断 書

氏 名
生年

月日

年 月 日

（満 歳）
性
別 男・女

現住所

身 長 � 体 重 �

視 力
右 （ ）

聴 力
右

左 （ ） 左

胸部エックス線撮影（直 接 ・ 間 接） 年 月 日

所 見 （ ）

血 圧 ～ ｍｍＨｇ 検 尿
たん白

糖

既 往 歴

自覚症状及び他
覚症状の有無

就学上の注意事
項その他所見

上記のとおり診断する。

年 月 日

所 在 地

病院又は施設の名称

医 師 氏 名 �

注１ 性別欄については、該当するものを○で囲むこと。

２ 血圧欄及び検尿欄は、３５歳以上の者について記載すること。

３ 医師は、記名押印に代えて署名することができる。

様式第２号 省略

様式第３号 省略

様式第３号 省略

様式第４号 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成１９年４月１日から施行する。

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市平浦１２３２の３、１２３２の５、１２３２の８、１２５６、
１２５８の１、１２５９、１２６１の１、１２６２、１２９２の１から１２９２の
３まで、１２９３の１、１２９３の３、１２９３の４、１２９５、１２９６の
１、１３１１の２、１３１２の１、１３１２の２及び１３１４の地先

８，２４７．４３

愛 媛 県 報平成１８年１１月２８日 第１８１６号
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�愛媛県告示第１６９５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６９６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６９７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地

は宇和島市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６９９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７００号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１８年１１月２８日から１２月１２日まで

�愛媛県告示第１７０１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

平浦 宇和島市平浦１２３２の３、１２３２の５、１２３２の８、
１２５６、１２５８の１、１２５９、１２６１の１、１２６２、１２
９２の１から１２９２の３まで、１２９３の１、１２９３の３、
１２９３の４、１２９５、１２９６の１、１３１１の２、１３１２の
１、１３１２の２及び１３１４の地先公有水面埋立地

８，２４７．４３

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市蛤６７４の３、６７４の４、６８２、６８３、６９８の２、６
９９の２、７０１、７０２、７０６の２、７０６の３、７０７の２、７０８の
２及び７１１の３の地先

１，４９０．２０

宇和島市蛤７１１の２、７１１の４、７１２、７３２から７３８まで、
７３９の２、７４１の１、３００２、３０１５、３０１６、３０１８、３０１９、
３０２２、３０２３、３０２４の１、３０２４の２、３０２７の３、３０２７の４、
３０３１、３０３１の２、３０３１の３、３０３２、３０３２の１、３０３２の２
及び３０３５の地先

２，１１７．１７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

蛤 宇和島市蛤６７４の３、６７４の４、６８２、６８３、６９
８の２、６９９の２、７０１、７０２、７０６の２、７０６の
３、７０７の２、７０８の２及び７１１の３の地先公有
水面埋立地

１，４９０．２０

宇和島市蛤７１１の２、７１１の４、７１２、７３２から
７３８まで、７３９の２、７４１の１、３００２、３０１５、３０
１６、３０１８、３０１９、３０２２、３０２３、３０２４の１、３０
２４の２、３０２７の３、３０２７の４、３０３１、３０３１の２、
３０３１の３、３０３２、３０３２の１、３０３２の２及び３０
３５の地先公有水面埋立地

２，１１７．１７

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市下波４９７６、４９７７、４９８３、４９８４、４９８５の２、４９
８５の３、５２０７の１、５２０７の２、５３７４及び５３７６の地先

７１３．２３

宇和島市下波４９２１から４９２４まで、４９５９の１、４９６０、４９
６１、４９６２及び４９７６の地先

８６４．３７

宇和島市下波５３７６、５３７７の１、５３７７の２、５３７８及び５３
７９の地先

５３２．７７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

下波 宇和島市下波４９７６、４９７７、４９８３、４９８４、４９８５の
２、４９８５の３、５２０７の１、５２０７の２、５３７４及び
５３７６の地先公有水面埋立地

７１３．２３

宇和島市下波４９２１から４９２４まで、４９５９の１、
４９６０、４９６１、４９６２及び４９７６の地先公有水面埋立
地

８６４．３７

宇和島市下波５３７６、５３７７の１、５３７７の２、５３
７８及び５３７９の地先公有水面埋立地

５３２．７７

愛 媛 県 報平成１８年１１月２８日 第１８１６号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

予 定 価 格
地 目 地 積 構 造 床 面 積

西条市大町字鷹丸４５２番６ 宅 地 ６１０．４５�
コンクリートブロ
ック造陸屋根２階
建 外

３７５．３０�

１０，２４８，０００円

西条市大町字御船川５２３番７ 宅 地 ５７．３５�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１９年１月１５日（月）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１９年１月２９日（月）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地の１

愛媛県西条地方局７階第１会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第４１号

平成１８年１１月１６日
伊予郡松前町大字上高柳字古屋敷５９６番

伊予郡松前町大字上高柳５９７番地の１

有限会社かむら

代表取締役 嘉 村 信 二
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イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

松山市三番町六丁目７番９ 宅 地 ３７４．９３�
コンクリートブロック

造陸屋根２階建
１６３．２２�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１９年１月１０日（水）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１９年１月２４日（水）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他
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監 査 公 表

�公表第３５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１８年１１月２８日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 平成１８年１１月２日

人 事 課 〃

財 政 課 〃

税 務 課 〃

市 町 振 興 課 平成１８年１０月２７日

私 学 文 書 課 平成１８年１０月２０日

行 政 シ ス テ ム 改 革 課 平成１８年１０月２７日

企 画 調 整 課 平成１８年１１月２日

交 通 対 策 課 平成１８年１０月１７日

統 計 課 〃

情 報 政 策 課 〃

秘 書 課 平成１８年１１月２日

広 報 広 聴 課 平成１８年１０月１３日

県 民 生 活 課 平成１８年１０月３１日

消 防 防 災 安 全 課 平成１８年１０月１１日

男 女 参 画 課 平成１８年１０月１６日

県 民 活 動 推 進 課 〃

人 権 対 策 課 〃

環 境 政 策 課 平成１８年１０月１１日

廃 棄 物 対 策 課 〃

自 然 保 護 課 〃

保 健 福 祉 課 平成１８年１０月３１日

健 康 増 進 課 平成１８年１０月１３日

薬 務 衛 生 課 〃

子 育 て 支 援 課 平成１８年１０月３１日

障 害 福 祉 課 平成１８年１０月２０日

長 寿 介 護 課 平成１８年１０月１７日

産 業 政 策 課 平成１８年１１月２日

労 政 雇 用 課 平成１８年１０月１０日

産 業 創 出 課 平成１８年１０月３１日

経 営 支 援 課 平成１８年１０月２０日

観 光 交 流 課 平成１８年１０月１０日

国 際 交 流 課 〃

農 政 課 平成１８年１１月９日

農 業 経 済 課 平成１８年１０月２０日

農 地 整 備 課 平成１８年１０月３１日

農 業 経 営 課 〃

農 産 園 芸 課 平成１８年１０月１１日

畜 産 課 〃

林 業 政 策 課 平成１８年１０月１７日

森 林 整 備 課 〃

漁 政 課 平成１８年１０月１０日

水 産 課 〃

漁 港 課 〃

土 木 管 理 課 平成１８年１１月９日

用 地 課 平成１８年１０月１３日
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１６年度 ３，５９０，２５０ ２４，３８２，７３０ ２７，９７２，９８０

差引増減 △１，８４０，０８０ ２，６９０，６３０ ８５０，５５０

（子育て支援課）

４ 児童扶養手当の過誤払金については、納期限内の収入確保に、より

一層努められたい。

区 分 収入未済額（円） 備 考

１７年度 １，１０２，１２０

１６年度 ３９２，５２０

差引増減 ７０９，６００

（子育て支援課）

５ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １８，３９２，０２３ １００，０４３，８５３ １１８，４３５，８７６

１６年度 １６，３０４，９１５ ８８，１３９，３８７ １０４，４４４，３０２

差引増減 ２，０８７，１０８ １１，９０４，４６６ １３，９９１，５７４

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，３１３，４７８ １４，２７３，３２９ １５，５８６，８０７

１６年度 ９２０，４２８ １４，１８９，２８４ １５，１０９，７１２

差引増減 ３９３，０５０ ８４，０４５ ４７７，０９５

（子育て支援課）

６ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、施設

共同化資金貸付金償還金、繊維工業構造改善資金貸付金償還金及び設

備近代化資金貸付金償還金については、納期限内の収入確保に努める

とともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ７５０，２２０，０００ ０ ７５０，２２０，０００

１６年度 ０ ３，８７７，８３５ ３，８７７，８３５

差引増減 ７５０，２２０，０００ △３，８７７，８３５ ７４６，３４２，１６５

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

１６年度 ０ ９，３３２，７７９ ９，３３２，７７９

差引増減 ０ △１０，０００ △１０，０００

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

河 川 課 平成１８年１０月３０日

水 資 源 対 策 課 〃

港 湾 海 岸 課 平成１８年１０月１３日

砂 防 課 〃

道 路 建 設 課 平成１８年１０月３０日

道 路 維 持 課 〃

都 市 計 画 課 〃

都 市 整 備 課 〃

建 築 住 宅 課 平成１８年１０月２０日

出 納 事 務 局 平成１８年１０月１１日

人 事 委 員 会 事 務 局 平成１８年１０月２０日

議 会 事 務 局 平成１８年１０月１０日

監 査 事 務 局 平成１８年１０月３１日

教 育 総 務 課 平成１８年１０月２７日

生 涯 学 習 課 〃

義 務 教 育 課 平成１８年１０月１６日

高 校 教 育 課 〃

人 権 教 育 課 〃

障 害 児 教 育 課 〃

文 化 振 興 課 平成１８年１０月２７日

文 化 財 保 護 課 〃

保 健 ス ポ ー ツ 課 〃

労 働 委 員 会 事 務 局 平成１８年１０月２０日

警 察 本 部 平成１８年１１月９日

（監査の結果）

平成１７年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、一部の課において次の事項が認

められた。

１ 代執行費用徴収金については、早期収入に努力が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ６２，８３４，９９９

計 ６２，８３４，９９９

（廃棄物対策課）

２ 生活安定資金貸付金償還金については、納期限内の収入確保に努め

るとともに、滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ７２，０６０ ５８，３０５，７６０ ５８，３７７，８２０

１６年度 ７０，６３３，８８０ ０ ７０，６３３，８８０

差引増減 △７０，５６１，８２０ ５８，３０５，７６０ △１２，２５６，０６０

（保健福祉課）

３ 児童扶養手当返還金については、納期限内の収入確保に努めるとと

もに、滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，７５０，１７０ ２７，０７３，３６０ ２８，８２３，５３０
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，１５０，０００ ０ １，１５０，０００

１６年度 ０ ０ ０

差引増減 １，１５０，０００ ０ １，１５０，０００

（漁政課）

１２ 住宅貸付損害金については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ３，４４１，０１２ １８，０８８，２５７ ２１，５２９，２６９

１６年度 ３，９９０，３０５ １４，５６７，７９８ １８，５５８，１０３

差引増減 △５４９，２９３ ３，５２０，４５９ ２，９７１，１６６

（建築住宅課）

１３ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ４，６７０，０００ ５，０５４，０００ ９，７２４，０００

１６年度 ３，９８２，０００ ３，９５３，０００ ７，９３５，０００

差引増減 ６８８，０００ １，１０１，０００ １，７８９，０００

（教育総務課）

１４ 諸収入（給与の過払金）については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１４年度 ５２０，０８５

計 ５２０，０８５

（高校教育課）

１５ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ４６，４９７，３５１ １０８，５７４，５２７ １５５，０７１，８７８

１６年度 ４３，５７０，２６８ ６７，１７８，４５６ １１０，７４８，７２４

差引増減 ２，９２７，０８３ ４１，３９６，０７１ ４４，３２３，１５４

（人権教育課）

１６ 公務中の警察車両による事故や警察車両運転者の不注意による自損

事故が依然として多発しており、職員意識の高揚と事故防止対策の徹

底に、より一層努められたい。 （警察本部）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ２１，８１０，０００ １２９，８５１，５５０ １５１，６６１，５５０

１６年度 ２７，６３１，０００ １０４，９０７，５４９ １３２，５３８，５４９

差引増減 △５，８２１，０００ ２４，９４４，００１ １９，１２３，００１

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ０ ３４，０８８，９９８ ３４，０８８，９９８

１６年度 ０ ３４，６８８，９９８ ３４，６８８，９９８

差引増減 ０ △６００，０００ △６００，０００

（経営支援課）

７ 中小企業振興資金特別会計における違約金（繊維工業構造改善資金

貸付金償還金及び設備近代化資金貸付金償還金に伴うもの。）につい

ては、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ２，０３４，００８

１３年度 １８，２３０

計 ２，０５２，２３８

（経営支援課）

８ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について

は、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に一層

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，０５５，０００ ２２，５６３，０４４ ２３，６１８，０４４

１６年度 １，５５５，０００ ２２，１０８，０４４ ２３，６６３，０４４

差引増減 △５００，０００ ４５５，０００ △４５，０００

（林業政策課）

９ 林業改善資金特別会計における違約金（貸付金償還金に伴うもの。）

については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１５年度 ３１５，７４７

１６年度 ２１２，６４６

計 ５２８，３９３

（林業政策課）

１０ 県有林経営事業特別会計の執行状況については、県営林経営改善計

画に基づいた経営改善の取組がなされた結果、単年度の歳入歳出差引

歳入不足額は、前年度に比べて減少している。

しかしながら、歳入歳出差引歳入不足額は、昭和５９年度以降、毎年

度繰上充用の措置が講じられ、平成１７年度決算では２０億６，０００万円余

となっており、収支の不均衡が拡大していることから、今後とも健全

な経営に向けて、より一層の努力が望まれる。 （森林整備課）

１１ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努められたい。
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